
千葉市育英資金支給条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

令和３年３月１７日 

千葉市教育委員会教育長 磯 野 和 美   

千葉市教育委員会規則第５号  

   千葉市育英資金支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 千葉市育英資金支給条例施行規則（昭和３７年千葉市教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。  

 第３条第２号中「８４，０００円」を「１１０，１００円」に改める。  

第４条第２号中「３，０００円」を「８２５円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


